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(57)【要約】
【課題】冷蔵庫において、真空断熱パネルの面積増大に
よってヒートブリッジの影響を抑制しつつ、真空断熱パ
ネルの折り曲げ部からの熱リークを防止すること。
【解決手段】冷蔵庫１の断熱箱体２０は、外箱２１と内
箱２２との空間に真空断熱パネル５０を配置して発泡断
熱材を充填して構成されている。断熱箱体２０は、真空
断熱パネル５０としてバインダーを含まない繊維集合体
からなる芯材をガスバリヤ性フィルムからなる外被材で
包むと共にその内部を減圧した柔軟性を有するものを用
い、真空断熱パネル５０をパネル面に溝を形成すること
なく柔軟性を利用して板厚がほぼ同じ状態で折り曲げて
外箱２１または内箱２２の立体形状に合致する立体形状
とし、外箱２１または内箱２２の複数箇所の立体形状に
それぞれ合致する複数種類の立体形状の真空断熱パネル
５０を当該複数箇所に設置している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外箱と内箱とによって形成される空間内で且つ前記外箱または前記内箱に沿って真空断
熱パネルを配置すると共に前記空間内に発泡断熱材を充填して断熱箱体を構成した冷蔵庫
において、
　前記真空断熱パネルとしてバインダーを含まない繊維集合体からなる芯材をガスバリヤ
性フィルムからなる外被材で包むと共にその内部を減圧した柔軟性を有するものを用い、
　前記真空断熱パネルをパネル面に溝を形成することなく当該真空断熱パネルの柔軟性を
利用して板厚がほぼ同じ状態で折り曲げて前記外箱または前記内箱の立体形状に合致する
立体形状とし、
　前記外箱または前記内箱の複数箇所の立体形状にそれぞれ合致する複数種類の立体形状
の前記真空断熱パネルを当該複数箇所に設置した
　ことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項２】
　請求項１において、前記断熱箱体の天面の後部に自己発熱部品である制御基板を収納す
る凹段部を形成し、前記断熱箱体の底面の後部に自己発熱部品である圧縮機を収納する機
械室を形成し、前記凹段部及び前記機械室に合致する前記立体形状の真空断熱パネルを設
置したことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項３】
　請求項２において、前記凹段部に対応する前記立体形状の真空断熱パネルを前記外箱の
天面の内側に沿って設置すると共に、前記機械室に対応する前記立体形状の真空断熱パネ
ルを前記内箱の内側に沿って設置したことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項４】
　請求項３において、前記機械室の直上に位置する庫内背面部に設置した冷却器を備え、
前記立体形状の真空断熱パネルを前記冷却器と前記圧縮機との間に介在するように配置し
たことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項５】
　請求項２において、前記凹段部の前方に位置する前記外箱の天面に接する放熱パイプを
備え、前記真空断熱パネルを前記凹段部及び前記放熱パイプに跨るように２段曲げした立
体形状とし、この立体形状の真空断熱パネルの一側全面を柔軟性及び断熱性を有する接着
部材を介して前記外箱の天面に貼り付けたことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項６】
　請求項５において、前記接着部材として両面粘着剤付のポリエチレンフォーム製のシー
ト材を用いたことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項７】
　請求項１において、前記外箱の背面を背面平坦部とその左右両側から斜め前方に延びる
背面傾斜部とから構成し、前記背面平坦部と前記背面傾斜部との角部に接して上下に延び
る放熱パイプを備え、前記真空断熱パネルを前記背面平坦部、前記放熱パイプ及び前記背
面傾斜部に跨るように曲げ形成して幅広の立体形状とし、この立体形状の真空断熱パネル
と前記放熱パイプとの間に柔軟性及び断熱性を有するポリエチレンフォームシート材を介
在させたことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項８】
　請求項１において、前記内箱の一部に前記空間側に突出する突出部を備え、前記突出部
内に庫内温度検知手段を取り付け、前記真空断熱パネルの板厚方向表裏面にそれぞれ窪み
部と膨らみ部を一対に形成し且つ前記窪み部と前記膨らみ部との間の板厚が他部とほぼ同
じとし、この真空断熱パネルの前記窪み部内に前記突出部を収納したことを特徴とする冷
蔵庫。
【請求項９】
　請求項１において、前記外箱の少なくとも一面に蛇行状の放熱パイプを備え、板厚方向
表裏面にそれぞれ窪み部と膨らみ部を一対に形成し且つ前記窪み部と前記膨らみ部との間
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の板厚が他部とほぼ同じとした立体形状の真空断熱パネルの前記窪み部内に前記放熱パイ
プを収納したことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項１０】
　請求項１において、前記断熱箱体の前面に複数の扉を有し、その複数の扉のうちの最下
段の扉を開、閉或いは開閉する電動ユニットを有し、前記内箱の底面より前記空間内に前
記電動ユニットの駆動部分を突き出して設置し、前記真空断熱パネルの板厚方向表裏面に
それぞれ窪み部と膨らみ部を一対に形成し且つ前記窪み部と前記膨らみ部との間の板厚が
他部とほぼ同じとし、この真空断熱パネルの前記窪み部内に前記駆動部分を収納したこと
を特徴とする冷蔵庫。
【請求項１１】
　外箱と内箱とによって形成される空間内で且つ前記外箱または前記内箱に沿って真空断
熱パネルを配置すると共に前記空間内に発泡断熱材を充填して断熱箱体を構成し、前記外
箱または前記内箱の内側に突出する部分或いは部材を備えた冷蔵庫において、
　バインダーを含まない繊維集合体からなり柔軟性を有する芯材を前記真空断熱パネルの
芯材として用い、
　前記外箱の裏側に冷凍サイクルの放熱パイプを配置し、
　前記芯材の柔軟性を利用して前記真空断熱パネルの板厚方向表裏面にそれぞれ窪み部と
膨らみ部を一対に形成し且つ前記窪み部と前記膨らみ部との間の板厚が他部とほぼ同じと
した立体形状の真空断熱パネルを用い、
　前記真空断熱パネルの前記窪み部内に前記放熱パイプを収納した
　ことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項１２】
　請求項１１において、前記外箱の後板を背面平坦部とその左右両側から斜め前方に延び
る背面傾斜部とから構成し、前記背面平坦部と前記背面傾斜部との角部に接して上下に延
びる放熱パイプを備え、前記真空断熱パネルを前記背面平坦部、前記放熱パイプ及び前記
背面傾斜部に跨るように幅広にして曲げ形成した立体形状とし、この立体形状の真空断熱
パネルと前記放熱パイプとの間に柔軟性及び断熱性を有するポリエチレンフォーム製のシ
ート材を介在させたことを特徴とする冷蔵庫。
【請求項１３】
　請求項１から１２の何れかにおいて、前記真空断熱パネルは、圧縮方向に対し反発性を
有する無機繊維積層体からなる前記芯材と、この芯材を覆って圧縮密封した合成樹脂フィ
ルムからなる内包材と、熱溶着層とガスバリヤ膜とを成膜したラミネートフィルムで前記
芯材及び前記内包材を覆って内部を減圧して封止した外被材とからなることを特徴とする
冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷蔵庫に係り、特に真空断熱パネルを有する断熱箱体を備える冷蔵庫に好適
なものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球温暖化防止等の地球環境保護の観点から、冷蔵庫においても省エネルギー化
が求められている。また、最近の社会背景として、食材を纏め買いする家庭が増えている
こと等から、冷蔵庫の大容量化ニーズが高まっている。
【０００３】
　従来から冷蔵庫は、圧縮機、凝縮器及び放熱パイプ等の冷媒を循環する冷凍サイクル部
品や、制御基板及び電源基板等の電気部品を有している。これらは冷蔵庫を運転すること
によって自己発熱して温度上昇するものである。これらの部品の温度上昇による庫内への
熱侵入を抑制するため、省エネ性を考慮し、これらの部品に対応する断熱壁を厚くするこ
とが一般的に行われていたが、大容量化の観点からはマイナス要因となっていた。
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【０００４】
　また、従来から冷蔵庫は、板状の真空断熱パネルの適用によって断熱性能を改善し、そ
れによって断熱壁の厚さを減らすことが行われている。しかし、真空断熱パネルを配置し
たい場所は立体形状となっていることが多く、小さいサイズの真空断熱パネル多数用いて
対応することとなり、各真空断熱パネルの外被材のヒートブリッジの影響が大きくなり、
真空断熱パネルによる断熱性能の向上が抑制されていた。
【０００５】
　これを改善した例として、例えば、特開２００１－３３６６９１号公報（特許文献１）
、特開２００４－１１７０８号公報（特許文献２）、特開２００６－１２５６８６号公報
（特許文献３）に開示された冷蔵庫が案出されている。
【０００６】
　前記特許文献１の冷蔵庫では、平板状の真空断熱パネルに溝加工することで可撓性を与
えて折り曲げ加工を可能とし、冷蔵庫の機械室上部の外箱壁面に合わせて折り曲げ加工し
、当該部分に沿わせて真空断熱パネルを設置することにより、１枚の真空断熱パネルの面
積を大きくしている。
【０００７】
　また、前記特許文献２の冷蔵庫では、バインダーの濃度が表面層より内側層が小さい成
形体を芯材とし、通常の金型プレス等の成形方法によって外被材にダメージを与えること
なく冷媒配管に沿った溝加工ができるようにしたことにより、真空断熱パネルを配置が限
定されていた冷媒配管部分への配置を可能にし、１枚の真空断熱パネルで広く覆うことが
できるようにしている。
【０００８】
　また、前記特許文献３の冷蔵庫では、圧縮機及び機械室ファンを収納する機械室を形成
した第二の天面部及び第二の背面部を有し、第二の天面部及び第二の背面部の接合部で折
り曲げられるように真空断熱パネルの断面に溝部を設けて、この真空断熱パネルを溝部か
ら９０°に折り曲げて第二の天面部及び第二の背面部に渡って配設している。これにより
、１枚の真空断熱パネルで広く覆うことができ、圧縮機や機械室ファンで発生した音や振
動を遮音、減衰させて静音化すると共に、圧縮機等から発生した熱の庫内への侵入を抑制
できるようにしている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－３３６６９１号公報
【特許文献２】特開２００４－１１７０８号公報
【特許文献３】特開２００６－１２５６８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、前記特許文献１～３の何れの冷蔵庫でも、真空断熱パネルに溝部を設け
ているため、その溝部における芯材の厚さが薄くなり、この溝部からの熱リークが大きく
なるという課題を有していた。また、特許文献１、３の冷蔵庫では、外被材を介して芯材
に溝加工することで、外被材の中で芯材が切断されてしまい、板厚の減少に加え、溝加工
部分の空隙確保ができずに断熱性能が悪化するおそれがあった。
【００１１】
　本発明の目的は、真空断熱パネルの面積増大によってヒートブリッジの影響を抑制しつ
つ、真空断熱パネルの折り曲げ部からの熱リークを防止することができる冷蔵庫を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前述の目的を達成するための本発明の第１の態様は、外箱と内箱とによって形成される
空間内で且つ前記外箱または前記内箱に沿って真空断熱パネルを配置すると共に前記空間
内に発泡断熱材を充填して断熱箱体を構成した冷蔵庫において、前記真空断熱パネルとし
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てバインダーを含まない繊維集合体からなる芯材をガスバリヤ性フィルムからなる外被材
で包むと共にその内部を減圧した柔軟性を有するものを用い、前記真空断熱パネルをパネ
ル面に溝を形成することなく当該真空断熱パネルの柔軟性を利用して板厚がほぼ同じ状態
で折り曲げて前記外箱または前記内箱の立体形状に合致する立体形状とし、前記外箱また
は前記内箱の複数箇所の立体形状にそれぞれ合致する複数種類の立体形状の前記真空断熱
パネルを当該複数箇所に設置したことにある。
【００１３】
　係る本発明の第１の態様におけるより好ましい具体的構成例は次の通りである。
（１）前記断熱箱体の天面の後部に自己発熱部品である制御基板を収納する凹段部を形成
し、前記断熱箱体の底面の後部に自己発熱部品である圧縮機を収納する機械室を形成し、
前記凹段部及び前記機械室に合致する前記立体形状の真空断熱パネルを設置したこと。
（２）前記（１）において、前記凹段部に対応する前記立体形状の真空断熱パネルを前記
外箱の天面の内側に沿って設置すると共に、前記機械室に対応する前記立体形状の真空断
熱パネルを前記内箱の内側に沿って設置したこと。
（３）前記（２）において、前記機械室の直上に位置する庫内背面部に設置した冷却器を
備え、前記立体形状の真空断熱パネルを前記冷却器と前記圧縮機との間に介在するように
配置したこと。
（４）前記（１）において、前記凹段部の前方に位置する前記外箱の天面に接する放熱パ
イプを備え、前記真空断熱パネルを前記凹段部及び前記放熱パイプに跨るように２段曲げ
した立体形状とし、この立体形状の真空断熱パネルの一側全面を柔軟性及び断熱性を有す
る接着部材を介して前記外箱の天面に貼り付けたこと。
（５）前記（４）において、前記接着部材として両面粘着剤付のポリエチレンフォーム製
のシート材を用いたこと。
（６）前記外箱の背面を背面平坦部とその左右両側から斜め前方に延びる背面傾斜部とか
ら構成し、前記背面平坦部と前記背面傾斜部との角部に接して上下に延びる放熱パイプを
備え、前記真空断熱パネルを前記背面平坦部、前記放熱パイプ及び前記背面傾斜部に跨る
ように曲げ形成して幅広の立体形状とし、この立体形状の真空断熱パネルと前記放熱パイ
プとの間に柔軟性及び断熱性を有するポリエチレンフォームシート材を介在させたこと。
（７）前記内箱の一部に前記空間側に突出する突出部を備え、前記突出部内に庫内温度検
知手段を取り付け、前記真空断熱パネルの板厚方向表裏面にそれぞれ窪み部と膨らみ部を
一対に形成し且つ前記窪み部と前記膨らみ部との間の板厚が他部とほぼ同じとし、この真
空断熱パネルの前記窪み部内に前記突出部を収納したこと。
（８）前記外箱の少なくとも一面に蛇行状の放熱パイプを備え、板厚方向表裏面にそれぞ
れ窪み部と膨らみ部を一対に形成し且つ前記窪み部と前記膨らみ部との間の板厚が他部と
ほぼ同じとした立体形状の真空断熱パネルの前記窪み部内に前記放熱パイプを収納したこ
と。
（９）前記断熱箱体の前面に複数の扉を有し、その複数の扉のうちの最下段の扉を開、閉
或いは開閉する電動ユニットを有し、前記内箱の底面より前記空間内に前記電動ユニット
の駆動部分を突き出して設置し、前記真空断熱パネルの板厚方向表裏面にそれぞれ窪み部
と膨らみ部を一対に形成し且つ前記窪み部と前記膨らみ部との間の板厚が他部とほぼ同じ
とし、この真空断熱パネルの前記窪み部内に前記駆動部分を収納したこと。
【００１４】
　また、本発明の第２の態様は、外箱と内箱とによって形成される空間内で且つ前記外箱
または前記内箱に沿って真空断熱パネルを配置すると共に前記空間内に発泡断熱材を充填
して断熱箱体を構成し、前記外箱または前記内箱の内側に突出する部分或いは部材を備え
た冷蔵庫において、バインダーを含まない繊維集合体からなり柔軟性を有する芯材を前記
真空断熱パネルの芯材として用い、前記外箱の裏側に冷凍サイクルの放熱パイプを配置し
、前記芯材の柔軟性を利用して前記真空断熱パネルの板厚方向表裏面にそれぞれ窪み部と
膨らみ部を一対に形成し且つ前記窪み部と前記膨らみ部との間の板厚が他部とほぼ同じと
した立体形状の真空断熱パネルを用い、前記真空断熱パネルの前記窪み部内に前記放熱パ
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イプを収納したことにある。
【００１５】
　係る本発明の第２の態様におけるより好ましい具体的構成例は次の通りである。
（１）前記外箱の後板を背面平坦部とその左右両側から斜め前方に延びる背面傾斜部とか
ら構成し、前記背面平坦部と前記背面傾斜部との角部に接して上下に延びる放熱パイプを
備え、前記真空断熱パネルを前記背面平坦部、前記放熱パイプ及び前記背面傾斜部に跨る
ように幅広にして曲げ形成した立体形状とし、この立体形状の真空断熱パネルと前記放熱
パイプとの間に柔軟性及び断熱性を有するポリエチレンフォーム製のシート材を介在させ
たこと。
【００１６】
　係る本発明の第１または第２の態様におけるより好ましい具体的構成例は次の通りであ
る。
（１）前記真空断熱パネルは、圧縮方向に対し反発性を有する無機繊維積層体からなる前
記芯材と、この芯材を覆って圧縮密封した合成樹脂フィルムからなる内包材と、熱溶着層
とガスバリヤ膜とを成膜したラミネートフィルムで前記芯材及び前記内包材を覆って内部
を減圧して封止した外被材とからなること。
【発明の効果】
【００１７】
　係る本発明の冷蔵庫によれば、真空断熱パネルの面積増大によってヒートブリッジの影
響を抑制しつつ、真空断熱パネルの折り曲げ部からの熱リークを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の複数の実施形態について図を用いて説明する。各実施形態の図における
同一符号は同一物または相当物を示す。
【００１９】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態の冷蔵庫を図１から図５を用いて説明する。
【００２０】
　まず、本実施形態の冷蔵庫１の全体構成に関して図１及び図２を参照しながら説明する
。図１は本実施形態を備えた冷蔵庫の正面図、図２は図１のＡ－Ａ断面図である。
【００２１】
　冷蔵庫１は、断熱箱体２０と断熱扉６～９とを主要構成要素として備えている。この断
熱箱体２０は、天面、底面、両側面及び背面からなり、前面を開口した箱型形状をしてい
る。そして、断熱箱体２０は、図２に示すように、冷蔵室２、貯氷室３及び切替え室、冷
凍室４、野菜室５を上からこの順に有している。
【００２２】
　断熱扉６～９は、各室２～５の前面開口部を閉塞する扉である。各室２～５に対応して
冷蔵室扉６ａ、６ｂ、貯氷室扉７ａ及び上段冷凍室扉７ｂ、下段冷凍室扉８、野菜室扉９
が配置されている。冷蔵室扉６ａ、６ｂはヒンジ１０を中心に回動する観音開き式扉であ
り、冷蔵室扉６ａ、６ｂ以外の扉は全て引き出し式の扉である。これらの引き出し式扉７
～９を引き出すと、各室を構成する容器が扉と共に引き出されてくる。各扉６～９には断
熱箱体２０とを密閉するためのパッキン１１を備えている。このパッキン１１は各扉６～
９の室内側外周縁に取り付けられている。
【００２３】
　また、冷蔵室２と製氷室３ａ及び上段冷凍室３ｂとの間は、区画断熱するための断熱仕
切り１２が配置されている。この断熱仕切り１２は、厚さ３０～５０ｍｍ程度の断熱壁で
あり、スチロフォーム、発泡断熱材（例えばウレタンフォーム）、真空断熱パネル等のそ
れぞれを単独使用又は複数の断熱材を組み合わせて作られている。また、製氷室３ａ及び
上段冷凍室３ｂと下段冷凍室４との間は、温度帯が同じであるため区画断熱する断熱仕切
りではなく、パッキン受面を形成する仕切り部材１３が設けられている。下段冷凍室４と
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野菜室５との間には、区画断熱するための断熱仕切り１４が設けられている。この断熱仕
切り１４は、断熱仕切り１２と同様に、３０～５０ｍｍ程度の断熱壁であり、スチロフォ
ーム、発泡断熱材（例えばウレタンフォーム）、真空断熱パネル等のそれぞれを単独使用
又は複数の断熱材を組み合わせて作られている。基本的に冷蔵、冷凍等の貯蔵温度帯の異
なる部屋の仕切りには断熱仕切りが設置されている。本実施形態では、断熱仕切り１２、
１４は、発泡ポリスチレン３３と真空断熱パネル５０とで構成されている。
【００２４】
　なお、断熱箱体２０内には上から冷蔵室２、製氷室３ａ及び上段冷凍室３ｂ、下段冷凍
室４、野菜室５の貯蔵室をそれぞれ区画形成しているが、各貯蔵室の配置については特に
これに限定するものではない。また、冷蔵室扉６ａ、６ｂ、製氷室扉７ａ、上段冷凍室扉
７ｂ、下段冷凍室扉８、野菜室扉９に関しても回転による開閉、引き出しによる開閉及び
扉の分割数等、特に限定するものではない。
【００２５】
　断熱箱体２０は、金属製の外箱２１と合成樹脂製の内箱２２とを備え、外箱２１と内箱
２２とによって形成される空間に断熱部を設けて各貯蔵室と外部とを断熱している。この
外箱２１または内箱２２の内側に沿って真空断熱パネル５０を配置し、真空断熱パネル５
０以外の空間に硬質ウレタンフォーム等の発泡断熱材２３を充填して断熱部が構成されて
いる。真空断熱パネルを一般的に表す際には符号５０を用い、特定の場所の真空断熱パネ
ルを表す際には符号５０の後にアルファベットの添え字をすることとする。
【００２６】
　外箱２１は、折り曲げられた鋼板または平坦な鋼板を溶接することにより、天面、底面
、両側面及び背面からなる箱状に形成されている。内箱２２は、合成樹脂板を成形するこ
とにより、天面、底面、両側面及び背面からなる箱状に形成されている。
【００２７】
　冷蔵室２、冷凍室３ａ、４、野菜室５等の各室を所定の温度に冷却するために冷凍室３
ａ、４の背側には冷却器２８が備えられている。この冷却器２８と圧縮機３０と凝縮器３
１とキャピラリーチューブ（図示せず）とを接続し、冷凍サイクルを構成している。冷却
器２８の上方にはこの冷却器２８にて冷却された冷気を冷蔵庫内に循環して所定の低温温
度を保持する送風機２７が配設されている。
【００２８】
　内箱２２の天面の一部に、発泡断熱材２３側に突き出したケース４５ａを有する庫内灯
４５を設置し、冷蔵庫の扉を開けたときの庫内を明るく、見え易くしている。庫内灯４５
は、白熱電球、蛍光灯、キセノンランプ等が用いられる。庫内灯４５の設置により、ケー
ス４５ａと外箱２１との間の発泡断熱材２３の厚さが薄くなってしまうため、この部分に
真空断熱パネル５０ａを配置して断熱性能を確保している。
【００２９】
　断熱箱体２０の天面の後部には、冷蔵庫１の運転を制御するための制御基板や電源基板
等の電気部品４１を収納するための凹段部４０が形成されている。これによって、外箱２
１の天面は凹段部４０による立体形状を呈することとなる。電気部品４１は発熱量が大き
な自己発熱部品である。凹段部４０には、電気部品４１を覆うカバー４２が設けられてい
る。カバー４２の高さは外観意匠性と内容積確保を考慮して、外箱２１の天面とほぼ同じ
高さになるように配置している。カバー４２の高さが外箱の天面よりも突き出る場合は１
０ｍｍ以内の範囲に収めることが望ましい。凹段部４０は発泡断熱材２３側に電気部品４
１を収納する空間だけ窪んだ状態であるため、発泡断熱材２３を厚くしてこの部分の断熱
性能を確保しようとすると、内容積が犠牲になってしまう。逆に、内容積を確保しようと
すると、凹段部４０と内箱２２との間の発泡断熱材２３の厚さが薄くなり、断熱性能が悪
くなってしまう。
【００３０】
　これらのことから、本実施形態では、凹段部４０の発泡断熱材２３側の面に真空断熱パ
ネル５０ａを配置して断熱性能を強化している。具体的には、真空断熱パネル５０ａを庫
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内灯４５のケース４５ａと電気部品４１とに跨るように１枚の立体形状の真空断熱パネル
５０ａを設置している。
【００３１】
　断熱箱体２０の底面の後部に機械室１５が左右全幅にわたって形成されている。この機
械室１５には圧縮機３０及び凝縮器３１が配置されている。圧縮機３０、凝縮器３１は発
熱量の大きい自己発熱部品である。そこで、この機械室１５から庫内への熱侵入を防止す
るため、内箱２２側への投影面に１枚の立体形状の真空断熱パネル５０ｂを配置している
。
【００３２】
　次に、図３及び図４を参照しながら、真空断熱パネル５０ａ、５０ｂの設置に関して具
体に説明する。図３は図２におけるＢ部拡大図、図４は図２におけるＣ部拡大図である。
【００３３】
　図３に示すように、本実施形態では、凹段部４０の前方に位置する外箱２１の天面の内
側に接する蛇行状の放熱パイプ６０が設置されている。この放熱パイプ６０はアルミテー
プ６０ａでカバーされて外箱２１に固定されている。これによって、放熱パイプ６０の熱
はアルミテープ６０ａを介しても外箱２１に伝熱される。
【００３４】
　凹段部４０は、外箱２１の天面の後部から傾斜して後方に沈み込む傾斜面と、この傾斜
面から後方に水平に延びる水平底面と、を備える。即ち、外箱２１の天面は前側水平面と
傾斜面と後側水平面とからなる立体形状となっている。
【００３５】
　一方、真空断熱パネル５０ａは、板厚がほぼ同一で２段曲げ成形された立体形状を有し
、前側水平部と、この前側水平部から後方に沈み込む傾斜部と、この傾斜部から後方に水
平に延びる後側水平部と、からなっている。真空断熱パネル５０の立体形状は、外箱２１
の天面の立体形状とほぼ合致している。
【００３６】
　この真空断熱パネル５０ａは、放熱パイプ６０と凹段部４０とに跨るように設置されて
いる。具体的には、真空断熱パネル５０ａの一側の全面が柔軟性と断熱性とを有する接着
部材６２を介して外箱２１の天面に貼り付けられている。これによって、放熱パイプ６０
の熱を直接真空断熱パネル５０ａに伝えないため、放熱パイプ６０の熱による真空断熱パ
ネル５０ａの断熱性能の経時劣化を抑制し、長期に亘って断熱性能を維持することができ
る。本実施形態では、この接着部材６２として、両面粘着剤付のポリエチレンフォーム製
のシート材を用いているので、放熱パイプ６０による隙間を塞ぎながら、真空断熱パネル
５０ａを簡単に設置することができる
　上述したように、放熱パイプ６０と電気部品４１を配置した凹段部４０とに跨って１枚
の真空断熱パネル５０ａで断熱しているので、簡単な構成で、自己発熱部品を配置した部
分における断熱性能を格段に向上することができる。また、高温部側に近い部分で真空断
熱パネル５０ａにより断熱しているので、放熱パイプ６０及び電気部品４１から庫内への
熱漏洩をより一層低減することができる。
【００３７】
　図４に示すように、断熱箱体２０の底面の後部には、圧縮機３０及び凝縮器３１が配置
される機械室１５が設けられている。この機械室１５の形成により、断熱箱体２０の底面
は、前側水平部と、この前側水平部から後方に立ち上がる傾斜部と、この傾斜部から後方
に水平に延びる後側水平部と、からなる立体形状をしている。従って、外箱２１及び内箱
２２の底面は、前側水平部と、この前側水平部から後方に立ち上がる傾斜部と、この傾斜
部から後方に水平に延びる後側水平部とからなる立体形状をしている。
【００３８】
　一方、真空断熱パネル５０ｂは、板厚がほぼ同一で２段曲げ成形された立体形状を有し
、前側水平部と、この前側水平部から後方に立ち上がる傾斜部と、この傾斜部から後方に
水平に延びる後側水平部と、からなっている。真空断熱パネル５０の立体形状は、内箱２
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２の底面の立体形状とほぼ合致している。
【００３９】
　この真空断熱パネル５０ｂは、内箱２２の前側水平部、傾斜部及び後側水平部に跨るよ
うに設置されているので、簡単な構成で、断熱性能を格段に向上することができ、圧縮機
３０及び凝縮器３１から庫内への熱漏洩を確実に低減することができる。
【００４０】
　機械室１５の直上に位置する庫内背面部に冷却器２８を備え、立体形状の真空断熱パネ
ル５０ｂが冷却器２８と圧縮機３０及び凝縮器３１との間に介在するように配置されてい
る。このように最も温度が低くなる冷却器２８と最も温度が高くなる圧縮機３０と間に配
置する真空断熱パネル５０ｂを立体形状にして、その一側端部が発熱部である圧縮機３０
及び凝縮器３１から離れた位置にしているので、そのヒートブリッジによる影響を低減す
ることができる。なお、圧縮機３０と冷却器２８の間に位置する真空断熱パネル５０ｂは
、ドレンパイプ（図示せず）を逃げるための切欠きを設けている。この切欠きの有無、或
いはその形状については特に限定するものではない。
【００４１】
　機械室１５の内箱側投影面の一部には庫内温度を感知するための庫内温度検知手段（庫
内温度検知センサー）４８が設けられている。この庫内温度検知手段４８は、庫内への突
き出しを無くすために、発泡断熱材２３側に内箱２２を突き出して形成された突き出し部
４８ａの中に収納されている。このため、真空断熱パネル５０ｂはこの突き出し部分４８
ａの形状に合わせて凹凸形状を成形して被覆している。即ち、真空断熱パネル５０ｂは、
板厚方向表裏面にそれぞれ窪み部と膨らみ部を一対に形成し且つ窪み部と膨らみ部との間
の板厚が他部とほぼ同じとした凹凸形状を有しており、その凹凸形状の窪み部内に突き出
し部４８ａを収納している。
【００４２】
　真空断熱パネル５０は、詳細を後述するが、芯材にバインダーを使用していないので、
柔軟性を有しており、溝等の加工をしなくても容易に折り曲げたり、窪み部及び膨らみ部
を形成したりすることができる。芯材がバインダーにより一定の厚さに成形されている場
合、芯材表面にバインダー濃度が高い硬化層が形成されるため、強制的に曲げると曲げの
内側部分が割れてしまい、芯材厚みの減少や芯材が切断状態になる等、断熱性能の悪化を
招いてしまう。本実施形態の芯材は、柔軟性と共に大気圧に対する反発力が大きいため、
曲げの内側部分に座屈が発生せず、曲げ部及び凹凸形状における芯材厚みの減少は殆ど無
い。このため断熱性能を悪化させることなく、折り曲げ形状及び凹凸形状が得られるもの
である。
【００４３】
　なお、図３に示す天面部分の真空断熱パネル５０ａは、曲げ用の治具を用いて曲げ加工
を２回行って略Ｚ形状を得るようにしたものである。図４に示す底面部分の真空断熱パネ
ル５０ｂは、絞りプレスにより凹凸形状を加工し、曲げ用治具によって略Ｚ形状を得るよ
うにしたものである。
【００４４】
　次に、図５を参照しながら、真空断熱パネル５０に関してさらに具体的に説明する。図
５は図１における真空断熱パネル５０の基本形状を示す断面図である。
【００４５】
　真空断熱パネル５０は、芯材５１と、この芯材５１を圧縮状態に保持するための内包材
５２と、この内包材５２で圧縮状態に保持した芯材５１を被覆するガスバリヤ層を有する
外被材５３と、吸着剤５４とから構成されている。
【００４６】
　芯材５１は、バインダーで接着や結着していない無機繊維の積層体として平均繊維径４
μｍのグラスウールを用いた繊維集合体で構成され、柔軟性を有すると共に、圧縮方向に
対し反発性を有している。芯材５１として無機系繊維材料の積層体を使用することにより
、芯材５１からガスの発生を少なくできるため、断熱性能的に有利であるが、必要に応じ
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て、セラミック繊維やロックウール、グラスウール以外のガラス繊維等の無機繊維等を用
いてもよい。
【００４７】
　内包材５２は、熱溶着可能な断熱性を有する合成樹脂フィルムであるポリエチレンフィ
ルムが用いられ、芯材５１を覆って圧縮密封している。この内包材５２については、他に
ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリブチレンテレフタ
レートフィルム等を用いてもよく、吸湿性が低く熱溶着でき、ガスの発生が少ないもので
あれば良い。内包材５２の耳部は外被材５３の耳部内に配置されている。
【００４８】
　外被材５３は、熱溶着層とガスバリヤ膜を成膜したフィルムを２層以上組み合わせてな
るガスバリヤ層を有するラミネートフィルムが用いられ、真空断熱パネル５０の両面に配
置され、同じ大きさのラミネートフィルムの稜線から一定の幅の部分を熱溶着により貼り
合わせた袋状で構成されている。外被材５３の内部は減圧されて封止されている。
【００４９】
　外被材５３のラミネート構成についてはガスバリヤ性を有し、熱溶着可能であれば特に
限定するものではないが、本実施形態では、表面層、ガスバリヤ層、熱溶着層の３層構成
からなるラミネートフィルムとしている。ここで、表面層は吸湿性の低い樹脂フィルムに
金属蒸着層を設けて構成され、ガスバリヤ層は酸素バリヤ性の高い樹脂フィルムに金属蒸
着層を設けて構成され、表面層とガスバリヤ層とは金属蒸着層同士が向かい合うように貼
り合わされている。また、熱溶着層は、表面層と同様に、吸湿性の低いフィルムを用いて
いる。具体的には、表面層をアルミニウム蒸着付きの二軸延伸ポリプロピレンフィルム又
はアルミニウム蒸着付きの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムとし、ガスバリ
ヤ層をアルミニウム蒸着付きの二軸延伸エチレンビニルアルコール共重合体樹脂フィルム
又はアルミニウム蒸着付きの二軸延伸ポリビニルアルコール樹脂フィルムとし、熱溶着層
を未延伸ポリエチレンフィルム又は未延伸ポリプロピレンフィルムとしている。なお、ガ
スバリヤ層として金属箔や樹脂系フィルムに無機層状化合物や樹脂系ガスバリヤコート材
等のガスバリヤ膜を設けたものや、熱溶着層には例えば酸素バリヤ性の高いポリブチレン
テレフタレートフィルム等を用いても良い。
【００５０】
　上述のように、表面層と熱溶着層に吸湿性の低い樹脂を配置する目的は、酸素バリヤ性
の高い上記のガスバリヤ層フィルムは吸湿によりガスバリヤ性が悪化するため、表面層と
熱溶着層でサンドイッチしてラミネートフィルム全体の吸湿量を抑制するものである。こ
れにより、真空断熱パネル５０の真空排気工程においても、外被材５３が持ち込む水分量
が小さいため、真空排気効率が大幅に向上し、高性能化につながっている。
【００５１】
　なお、外被材５３のラミネート構成については、防湿性とガスバリヤ性及び熱溶着性を
有していれば特に３層構成に限定するものではなく、表面保護層、第一のガスバリヤ層、
第二のガスバリヤ層、熱溶着層の４層構成からなるラミネートフィルム等、ガスバリヤ層
を複数層設けた多層構成でも良い。例えば、表面保護層として、ポリアミド、ポリプロピ
レン、ポリエチレンテレフタレート等のフィルム、ガスバリヤ性や吸湿性等を考慮すると
二軸延伸タイプのフィルムが好ましい。第一及び第二のガスバリヤ層としては金属、金属
酸化物、無機系材料等からなるガスバリヤ膜を備えた、二軸延伸タイプのフィルムが好ま
しく、例えばポリエチレンテレフタレート、エチレンビニルアルコール共重合体、ポリビ
ニルアルコール等のフィルムがある。熱溶着層としては熱溶着時の強度が求められるが、
例えば低密度、中密度、高密度及び直鎖状低密度等のポリエチレン、ポリプロピレン、ポ
リブチレンテレフタレート等のフィルムと組み合わせることが好ましい。各層は二液硬化
型ウレタン接着剤を介してドライラミネート法によって貼り合わせられる。
【００５２】
　吸着剤５４は、外被材５３内の水分やガスを吸着するためのものであり、物理吸着タイ
プの合成ゼオライトを用いている。しかし、この材料に限定するものではなく、物理吸着
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タイプの他の材料、化学反応型吸着タイプの材料を用いてもよい。
【００５３】
　以上の構成からなる本実施形態の真空断熱パネル５０は、芯材５１の厚みを１０ｍｍ、
芯材５１の密度を約２５０（ｋｇ／ｍ３）に設定したものを使用している。芯材５１は上
述の通りバインダー等による繊維の結着が無いため、曲げ加工が容易であり、曲げ部に溝
等の加工が無い分、芯材５１の厚みの減少が殆ど無いため、断熱性能が悪化する部分も無
い。断熱箱体２０の天面部に真空断熱パネル５０ａを配置することにより、電気部品４１
及び放熱パイプ６０による庫内への熱侵入を低減でき、更には放熱パイプ５０の放熱特性
を向上できる。また、断熱箱体２０の底面部に真空断熱パネル５０ｂを配置することによ
り、圧縮機３０及び凝縮器３１から発生する熱の庫内への侵入を抑制できるため、壁厚を
増やすことなく断熱性能を改善することができる。
【００５４】
　本実施形態の真空断熱パネル５０を備えた冷蔵庫は、断熱箱体２０の天面及び底面に板
状の真空断熱パネル５０が複数分割されて配置された比較例１の冷蔵庫と比較して、消費
電力量を約２％の低減できることが確認できた。なお、この比較例１は、図１１に示す構
造のものであり、小さな板状の真空断熱パネル５０を複数配置したことを除いて、本実施
形態と同一である。
【００５５】
　また、図１２に示す冷蔵庫は、板状真空断熱パネル５０に溝加工をして折り曲げたもの
を用いた比較例２の冷蔵庫を示すものである。天面及び底面に板状の真空断熱パネル５０
に溝加工をして折り曲げたものを用いた以外は第１実施形態と同じである。この比較例２
においては、比較例１に対して消費電力量を約１％低減できたが、加速試験による経時劣
化が大きい傾向を示すことがわかった。
【００５６】
　本実施形態によれば、折り曲げ等の立体形状部分に溝等の芯材厚みを減少させる加工を
すること無く、形状の自由度を向上させた真空断熱パネル５０としたことで、従来構成で
ある特許文献１～３のように芯材の板厚減少部からの熱リークや溝等の加工による芯材の
分断が無く、断熱性能を悪化させないため、断熱箱体の自己発熱部品を配置した複数箇所
に複数枚適用して箱体熱漏洩量を効果的に低減し、且つ、内容積の拡大を図った省エネ冷
蔵庫を提供することができる。即ち、本実施形態によれば、自己発熱部品の内箱側投影面
に、板厚減少が無く立体形状を実現できる真空断熱パネル５０を配置することで、庫内へ
の熱侵入を抑制すると共に、従来配置出来なかった箱体コーナー部付近までの配置を可能
にしたため、ヒートブリッジ影響が低く、１枚あたりの面積の大きい真空断熱パネルを採
用することができ、その結果として、断熱性能を格段に向上でき、断熱厚を増やすことな
く内容積増大と省エネ性の高い冷蔵庫を提供できる。
【００５７】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態の冷蔵庫について図６を用いて説明する。図６は本発明の
第２実施形態の冷蔵庫の横断面図である。なお、この図６は図１のＺ－Ｚ断面相当図であ
る。この第２実施形態は、次に述べる点で第１実施形態と相違するものであり、その他の
点については第１実施形態と基本的には同一であるので、重複する説明を省略する。
【００５８】
　この第２実施形態では、外箱２０の背面に配置した真空断熱パネル５０ｃを幅方向に広
げると共に外箱背面２１ｂの形状に沿って略コの字状に折り曲げて立体形状にし、この真
空断熱パネル５０ｃを、放熱パイプ６０を覆うように、外箱２１の背面の内側にアルミテ
ープ６０ａ等で貼り付けて配置したものである。真空断熱パネル５０ｃは、放熱パイプ６
０と接触しない形状とし、ポリエチレンフォームシート材で構成された熱緩衝部材６３を
挟んで配置されている。
【００５９】
　換言すれば、この第２実施形態の冷蔵庫１は、外箱２１の背面が背面平坦部とその左右
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両側から斜め前方に延びる縦長の細い幅の背面傾斜部とから構成され、背面平坦部と背面
傾斜部との角部に接して上下に延びる放熱パイプ６０を備えたものである。そして、真空
断熱パネル５０ｃを背面平坦部と放熱パイプ及び前記背面傾斜部とに跨るように曲げ形成
して幅広の立体形状とし、この立体形状の真空断熱パネル５０ｃと放熱パイプ６０との間
に柔軟性及び断熱性を有するポリエチレンフォームシート材からなる熱緩衝部材６３を介
在させている。
【００６０】
　この第２実施形態によれば、放熱パイプ６０を真空断熱パネル５０ｃで覆うことによっ
て、第１実施形態でも述べたとおり、放熱パイプ６０の熱を効率よく外板背面２０ａに伝
えることができるため、放熱性を向上でき、省エネに対して大きく寄与できる。特に、背
面傾斜部は縦長の細い幅を有しているため、この部分に独立した真空断熱パネルを適用し
た場合には、真空断熱パネルの両側端部の長さの全体長さに占める比率が大きく、真空断
熱パネルのヒートブリッジの影響が極めて大きくなってしまう。従って、この部分に高価
な真空断熱パネルを独立して適用しても、それに見合うだけの断熱性能の向上を図ること
ができなかった。これに対し、この第２実施形態では、背面平坦部を覆う真空断熱パネル
５ｃを広げて立体形状とすることにより、両側端部の数を増やすことなく、第１実施形態
で使用した真空断熱パネルに対して約３０％面積を拡大することができる。
【００６１】
　この実施形態２においては、背面傾斜部に真空断熱パネルを備えていない比較例１に対
して消費電力量を約４％低減でき、省エネへの有効性を確認できた。
【００６２】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態の冷蔵庫について図７及び図８を用いて説明する。図７は
本発明の第３実施形態の冷蔵庫の縦断面図、図８は図７のＸ－Ｘ断面図である。なお、こ
の図７は図１のＡ－Ａ断面相当図である。この第３実施形態は、次に述べる点で第１実施
形態と相違するものであり、その他の点については第１実施形態と基本的には同一である
ので、重複する説明を省略する。
【００６３】
　この第３実施形態の冷蔵庫１は、放熱効率を上げるために、外箱２１の背面及び両側面
の内側に蛇行状の放熱パイプ６０を配設することにより放熱パイプ６０の長さを延長して
放熱面積を大きくしたものである。真空断熱パネル５０ｄ、５０ｅの一部に略コの字状の
凹凸部を折り曲げ加工によって２箇所設けた立体形状として、略コの字形状部分で放熱パ
イプ６０を覆ったものである。これらの真空断熱パネル５０ｄ、５０ｅは、折り曲げ後の
外形を第１実施形態と同じにして、略コの字形状部以外の外箱背面２１ｂ内面に接する部
分を接着して配置されている。この第３実施形態においては、ウレタン注入時の流れ方向
を考慮して真空断熱パネル５０ｄ、５０ｅを配置し、アルミテープで外箱２１の背面の内
側に固定された放熱パイプ６０と真空断熱パネル５０ｃとの間に発泡ウレタンを充填する
ようにしている。これによって、熱緩衝部材６３を介在することなく、放熱パイプ６０に
よる真空断熱パネル５０ｃの加熱を防止することができる。
【００６４】
　この第３実施形態においては、背面に蛇行状の放熱パイプ６０を有しない比較例１に対
して消費電力量を約４％低減でき、放熱性の向上による省エネ有効性を確認できた。
【００６５】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態の冷蔵庫について図９を用いて説明する。図９は本発明の
第４実施形態の冷蔵庫の要部を示す縦断面図である。なお、この図９は図４相当図である
。この第４実施形態は、次に述べる点で第１実施形態と相違するものであり、その他の点
については第１実施形態と基本的には同一であるので、重複する説明を省略する。
【００６６】
　この第４実施形態の冷蔵庫は、野菜室５の引き出し扉９を電動で開く機能を付加したも
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のである。引き出し扉９を電動で開くための駆動部７０と、引き出し扉９とを連結する連
結手段７１を有し、引き出し扉９の前面に引き出し扉９を開くためのスイッチ７２を配置
している。引き出し扉９の駆動部７０は、内箱２２の底面に配置し、内容積確保の観点か
ら発泡断熱材２３側に突き出すようにしているため、駆動部７０と外箱２１との間の発泡
断熱材２３の厚みが減少してしまう。そこで、この部分における熱漏洩量の悪化を抑制す
るため、駆動部７０のケースを覆うように立体形状に成形した真空断熱パネル５０ｆを配
置している。駆動部７０は比較的複雑な形状の樹脂製のケースからなるため、真空断熱パ
ネル５０ｆとの間には柔軟性及び断熱性を有する熱緩衝部材６３を挟んで配置している。
電動引き出し扉については野菜室に限定するものではなく、冷凍室等にあっても良い。
【００６７】
　（第５実施形態）
　次に、本発明の第５実施形態の冷蔵庫について図１０を用いて説明する。図１０は本発
明の第５実施形態の冷蔵庫の真空断熱パネルの組み込み状態を説明する斜視図である。こ
の第５実施形態は、次に述べる点で第１実施形態と相違するものであり、その他の点につ
いては第１実施形態と基本的には同一であるので、重複する説明を省略する。
【００６８】
　この第５実施形態の冷蔵庫１は、断熱箱体２０の天面、両側面、背面及び底面の各面に
、それぞれ立体形状或いは芯材の一部に切欠きを有する真空断熱パネル５０を配置したも
のである。天面には第１実施形態で使用のものと同じ真空断熱パネル５０ａを、側面には
芯材の１コーナー部を面取り加工した５角形の板状真空断熱パネル５０ｊを、背面には第
３実施形態と同じく外板背面２１ｂの形状に沿って略コの字形状に折り曲げ真空断熱パネ
ル５０ｅを、底面には実施形態２で使用したものと同じ真空断熱パネル５０ｄを用いた。
【００６９】
　これらにより、断熱箱体２０各面に配置した全ての真空断熱パネルの芯材面積を大きく
することができる。この第５実施形態では、第１実施形態に対して消費電力量を約６％低
減できることを確認した。
【００７０】
　上述した実施形態に係る構成と効果を纏めると、次の通りである。
【００７１】
　外箱と内箱とによって形成される空間に断熱材を配置した冷蔵庫において、箱体を構成
する天面、側面、背面、底面（背面側への傾斜部を含む）のうち、少なくとも２つの面に
それぞれ立体形状に成形した真空断熱パネルを配置したことにより、発熱量の大きい例え
ば圧縮機等が配置された部分等を効率よく断熱することができるものである。
【００７２】
　また、外箱と内箱とによって形成される空間に断熱材を配置し、制御基板を前記外箱の
天面後方部に設けた凹段部に収納し、圧縮機及び凝縮器等を前記外箱の背面下部に配置し
た冷蔵庫において、前記制御基板の前記内箱側投影面と前記圧縮機及び前記凝縮器の内箱
側投影面にそれぞれ立体形状の真空断熱パネルを配置したことにより、制御基板や圧縮機
及び凝縮器等から発生する熱が庫内に侵入することを抑制でき、冷蔵庫箱体の断熱性能を
改善することができる。
【００７３】
　また、外箱と内箱とによって形成される空間に断熱材を配置し、少なくとも冷却器と圧
縮機を備えた冷蔵庫において、前記冷却器と前記圧縮機の間に真空断熱パネルを配置した
ことにより、冷蔵庫を冷却するための低温部への発熱部からの熱侵入を効果的に抑制でき
、上記同様に冷蔵庫箱体の断熱性能を改善できる。
【００７４】
　また、外箱と内箱とによって形成される空間に断熱材を配置し、前記外箱の天面内面に
接するように配置された放熱パイプと、前記外箱天面部の背面側に制御基板や電源基板等
の電気部品等の自己発熱部品を収納するための凹段部を設けると共に、前記外箱背面下部
に前記圧縮機及び凝縮器等を配置し、前記内箱底部に少なくとも庫内温度検知手段等を取
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り付けるために外箱側に突き出し部を形成した冷蔵庫において、前記放熱パイプと前記凹
段部の内箱側への投影面に跨るように略Ｚ形立体形状の真空断熱パネルを配置し、また、
前記圧縮機及び前記凝縮器の内箱側への投影面と前記内箱の底面に跨るように、且つ、少
なくとも一部の板厚方向表裏面にそれぞれ窪み部と膨らみ部を一対に形成し、前記窪み部
と膨らみ部の間の板厚が他部とほぼ同じとした立体形状の真空断熱パネルを配置したもの
であるから、制御基板や電源基板、圧縮機及び凝縮器等の自己発熱部品から発生する熱、
及び天井部に設けた放熱パイプの熱を庫内に侵入するのを抑制すると共に、放熱パイプに
関しては熱を効率良く放熱させることができ、省エネルギー性を考慮した冷蔵庫を提供で
きるものである。
【００７５】
　また、前記外箱の天面、背面及び底面に前記外箱又は前記内箱形状に沿った立体形状の
真空断熱パネルを配置し、且つ側面には矩形板状、切欠き形状、立体形状のいずれかの真
空断熱パネルを配置したものであるから、今まで部品の配置等の問題で真空断熱パネルを
配置できなかった部分にも、立体形状や切欠き形状等によって配置できるようになり、箱
体の断熱性能を飛躍的に向上させることができる。
【００７６】
　また、外箱と内箱とによって形成される空間に断熱材を配置した冷蔵庫において、前記
外箱の天面内面に接するように配置された放熱パイプと、前記外箱天面部の背面側に制御
基板や電源基板等の電気部品等の自己発熱部品を収納するための凹段部を設け、前記放熱
パイプと前記凹段部の内箱側への投影面に跨るように折り曲げられた立体形状の真空断熱
パネルを配置し、且つ、前記外箱背面の内面に接するように配置された放熱パイプを跨ぐ
ように、折り曲げた立体形状の真空断熱パネルを配置し、それぞれの真空断熱パネルは異
なる立体形状であり、それぞれの前記真空断熱パネルと放熱パイプとの間に熱緩衝部材を
挟んだものであるから、放熱パイプの熱を直接真空断熱パネルに伝えないため、熱による
真空断熱パネルの断熱性能の経時劣化を抑制し、長期に亘って断熱性能を維持することが
できる。また、放熱パイプを跨ぐような立体形状としたことによって、真空断熱パネル１
枚あたりの面積を大きくできるため、外被材のヒートブリッジ影響が軽減され、断熱性能
面で有利になるため、外箱と内箱の間の断熱材厚みを増やすことなく断熱性能を向上する
ことができるものである。
また、前記外箱の前面に複数の扉を有し、少なくとも最下段が電動で開又は閉のいずれか
或いは開閉する電動ユニットを有する引き出し扉を配置し、前記内箱底面部断熱材側に前
記電動ユニットの駆動部分が突き出した状態で配置された冷蔵庫において、前記駆動部分
を覆うように立体形状の真空断熱パネルを配置したものであるから、前記電動ユニットの
駆動部分の突き出しによって外箱底面との間の断熱厚が薄い部分に立体形状真空断熱パネ
ルですっぽり覆うことによって断熱性能を大幅に改善することができるものである。また
、駆動部分から発生する動作音を遮音する効果も併せ持つ。
【００７７】
　また、前記真空断熱パネルは、少なくとも圧縮方向に対し反発性を有する繊維積層体を
合成樹脂フィルムからなる内袋で覆って一時的に圧縮密封した芯材と、少なくとも熱溶着
層とガスバリヤ膜を成膜した合成樹脂フィルムを２層以上組み合わせてなるガスバリヤ層
を有するラミネートフィルムを、前記熱溶着層同士を向かい合わせて端部を溶着した外被
材とで構成し、前記内袋の耳部を前記外被材の耳部内に配置させ、前記外被材の内部を、
前記内袋の密封を解除した後に減圧して封止したものであるから、バインダーを含まない
ためリサイクル性が良いという特徴を持っている。
【００７８】
　また、前記真空断熱パネルの立体形状が、折り曲げや板厚方向に凹凸部を有する形状か
らなり、前記折り曲げ部や凹凸部の板厚が、他部の板厚とほぼ同じであることを特徴とす
るものであるから、曲げ部分等に板厚の減少が無い分、断熱性能の悪化もないため真空断
熱パネルの断熱性能を効率よく発揮することができ、冷蔵庫の省エネルギー性を向上させ
ている。前記芯材が圧縮方向に対して反発性を有し、バインダー等による硬化層が無い繊
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工前の板厚とほぼ同じにすることができるものである。例えば、特許文献１のように無機
繊維をシート状成形体とした芯材を曲げ成形するためには、曲げの基点となる溝の加工を
必要としていたが、本実施形態の前記真空断熱パネルは芯材が成形されていないので柔軟
性を有しており、容易に略Ｌ形の曲げ形状や、略Ｚ形の曲げ形状、或いは部分的に窪み部
と膨らみ部が一対となるような形状も比較的容易に成形することができる。曲げ部に溝等
の加工を必要としないので、芯材厚みが薄くなる部分が発生せず、断熱性能が悪化する部
分が無い。これらの立体形状に成形する方法及び手段として、２箇所以上の折り曲げにつ
いては、フィルムへの歪み発生を軽減するため、複数箇所を同時に曲げるのではなく、逐
次曲げ加工をすることが望ましい。
【００７９】
　なお、本発明の中で、前記自己発熱部品とは、制御基板や電源基板等の電気部品、圧縮
機の他に、凝縮器、放熱パイプ等、冷蔵庫の運転時に温度上昇して高い温度になる部品を
示すが、特にこれらに限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の第１実施形態の冷蔵庫の正面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】図２におけるＢ部拡大図である。
【図４】図２におけるＣ部拡大図である。
【図５】図１における真空断熱パネルの基本形状を示す断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態の冷蔵庫の横断面図である。
【図７】本発明の第３実施形態の冷蔵庫の縦断面図である。
【図８】図７のＸ－Ｘ断面図である。
【図９】本発明の第４実施形態の冷蔵庫の要部を示す縦断面図である。
【図１０】本発明の第５実施形態の冷蔵庫の真空断熱パネルの組み込み状態を説明する斜
視図である。
【図１１】比較例１の冷蔵庫の縦断面図である。
【図１２】比較例２の冷蔵庫の縦断面図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１…冷蔵庫、２…冷蔵室、３ａ…製氷室、３ｂ…上段冷凍室、４…下段冷凍室、５…野
菜室、６ａ…冷蔵室扉、６ｂ…冷蔵室扉、７ａ…製氷室扉、７ｂ…上段冷凍室扉、８…下
段冷凍室扉、９…野菜室扉、１０…扉用ヒンジ、１１…パッキン、１２…断熱仕切り、１
３…仕切り部材、１４…断熱仕切り、１５…機械室、２０…断熱箱体、２１…外箱、２２
…内箱、２３…発泡断熱材、２７…送風機、２８…冷却器、３０…圧縮機、３１…凝縮器
、３３…発泡ポリスチレン、４０…凹段部、４１…電気部品、４２…カバー、４５…庫内
灯、４５ａ…ケース、４８…庫内温度検知手段、４８ａ…突き出し部、５０，５０ａ，５
０ｂ，５０ｃ，５０ｄ，５０ｅ，５０ｆ，５０ｇ，５０ｘ…真空断熱パネル、５１…芯材
、５２…内包材、５３…外被材、５４…吸着剤、６０…放熱パイプ、６０ａ…アルミテー
プ、６２…接着部材、６３…熱緩衝部材、７０…駆動部、７１…連結手段、７２…スイッ
チ。
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